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（55）	 東、「同」24頁。

（後記）　良き同僚であり、郷里を同じくし、和歌山県立粉河高校の

後輩でもあった喜多義人教授の早逝を惜しみ、ともに酒杯を傾けた日

を懐かしく回想しつつ、衷心より冥福を祈り、ここに擱筆する。（令和

３ 年 ６ 月28日）
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サイバー戦時復仇の課題
─lex	lata と lex	ferenda との相克の視角から─

田　中　　　誠

はじめに

本稿は、国際的武力紛争下でサイバー技術を利用したネットワーク

上の敵対的行為として「復仇（reprisals,	représailles,	Repressalien）」が実

行された場合の課題について、国際人道法（ 1 ）における「現行法（lex	

lata）」と「あるべき法（lex	ferenda）」の相克の視角から検討することを

目的とする。以下、本論の叙述に必要な限度で、用語の定義及び議論

の射程を明確にしておきたい。

「サイバー空間（cyberspace）」とは、情報システムや情報通信ネット

ワーク等により構成され、多種多量の情報が流通するインターネット

その他の仮想的なグローバル空間である（ 2 ）。サイバー空間を取り巻く

リスクの深刻化は、誰でも参入しうる開放性、我々の社会生活がサイ

バー空間に連結された世界の中で成立している連結性、テロリスト個

人・集団がサイバー空間を用いることで大国の重要インフラにさえも

甚大な被害を与えうる非対称性、の 3 つの要素に起因する。とりわけ、

IoT（Internet	of	Things）と呼ばれる、あらゆるものがインターネットに

接続される時代では、スマートフォン、自動車、複合機などのモノや

社会インフラにもリスクが拡散しているという特徴は重要である。実

空間を主戦場と想定してきた国際人道法は、攻撃目標が目視によって

識別できるという前提の下に、軍事目標と非軍事目標を区別して軍事

論　説
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目標のみを攻撃目標としてきた。確かに、ネットワーク等により連接

している作戦部隊の指揮統制機能は軍事目標である。しかし、サイ

バー空間の連結性は、軍事目標と非軍事目標を目視によって識別する

という国際人道法の前提の再考を余儀なくさせる。

国際人道法の骨格を構成するのは、「戦地にある軍隊の傷者及び病者

の状態の改善に関する1949年 8 月12日のジュネーヴ条約」（以下、「第 1

条約」）､「海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関す

る1949年 8 月12日のジュネーヴ条約」（以下、「第 2 条約」）、「捕虜の待遇

に関する1949年 8 月12日のジュネーヴ条約」（以下、「第 3 条約」）、「戦時

における文民の保護に関する1949年 8 月12日のジュネーヴ条約」（以下、

「第 4 条約」）、の 4 つのジュネーヴ条約（以下、「ジュネーヴ諸条約」）及び

「1949年 8 月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保

護に関する追加議定書（議定書	Ｉ）」（以下、「第 1 追加議定書」）である。

ジュネーヴ諸条約及び第 1 追加議定書が採択された当時、サイバー空

間は存在しなかった。しかし、たとえサイバー行動を取り扱った条約

上の明文規定がなくても、武力紛争当事者は慣習国際法によって規律

されるという理由で、国際人道法に欠缺は存在しないと言われる（ 3 ）。

これを確認したのが、1907年「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」（以下、

「ハーグ陸戦条約」）前文に規定されたマルテンス条項である。すなわち、

「一層完備シタル戦争法規ニ関スル法典ノ制定セラルルニ至ル迄ハ、締

約国ハ、其ノ採用シタル条項ニ含マレサル場合ニ於テモ、人民及交戦

者カ依然文明国ノ間ニ存立スル慣習、人道ノ法則及公共良心ノ要求ヨ

リ生スル国際法ノ原則ノ保護及支配ノ下ニ立ツコトヲ確認スル」旨の

規定である。このマルテンス条項は、ジュネーヴ諸条約及び第 1 追加

議定書に継受されている（ 4 ）。

本稿では、「サイバー技術を利用したネットワーク上の行為」を「サ

イバー行動（cyber	operations）」という。サイバー行動に適用される国

際法に関する体系的な先行研究『タリン・マニュアル2.0』によれば、

武力紛争の文脈で実施されるサイバー行動は武力紛争法に従うという
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目標のみを攻撃目標としてきた。確かに、ネットワーク等により連接

している作戦部隊の指揮統制機能は軍事目標である。しかし、サイ

バー空間の連結性は、軍事目標と非軍事目標を目視によって識別する

という国際人道法の前提の再考を余儀なくさせる。

国際人道法の骨格を構成するのは、「戦地にある軍隊の傷者及び病者

の状態の改善に関する1949年 8 月12日のジュネーヴ条約」（以下、「第 1

条約」）､「海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関す

る1949年 8 月12日のジュネーヴ条約」（以下、「第 2 条約」）、「捕虜の待遇

に関する1949年 8 月12日のジュネーヴ条約」（以下、「第 3 条約」）、「戦時

における文民の保護に関する1949年 8 月12日のジュネーヴ条約」（以下、

「第 4 条約」）、の 4 つのジュネーヴ条約（以下、「ジュネーヴ諸条約」）及び

「1949年 8 月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保

護に関する追加議定書（議定書	Ｉ）」（以下、「第 1 追加議定書」）である。

ジュネーヴ諸条約及び第 1 追加議定書が採択された当時、サイバー空

間は存在しなかった。しかし、たとえサイバー行動を取り扱った条約

上の明文規定がなくても、武力紛争当事者は慣習国際法によって規律

されるという理由で、国際人道法に欠缺は存在しないと言われる（ 3 ）。

これを確認したのが、1907年「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」（以下、

「ハーグ陸戦条約」）前文に規定されたマルテンス条項である。すなわち、

「一層完備シタル戦争法規ニ関スル法典ノ制定セラルルニ至ル迄ハ、締

約国ハ、其ノ採用シタル条項ニ含マレサル場合ニ於テモ、人民及交戦

者カ依然文明国ノ間ニ存立スル慣習、人道ノ法則及公共良心ノ要求ヨ

リ生スル国際法ノ原則ノ保護及支配ノ下ニ立ツコトヲ確認スル」旨の

規定である。このマルテンス条項は、ジュネーヴ諸条約及び第 1 追加

議定書に継受されている（ 4 ）。

本稿では、「サイバー技術を利用したネットワーク上の行為」を「サ

イバー行動（cyber	operations）」という。サイバー行動に適用される国

際法に関する体系的な先行研究『タリン・マニュアル2.0』によれば、

武力紛争の文脈で実施されるサイバー行動は武力紛争法に従うという
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立場から（ 5 ）、慣習国際法を反映するマルテンス条項が機能することに

より、サイバー行動は法の空白下にないことが保証される（ 6 ）。他方で、

同書は、記述内容が「法の漸進的発展（progressive	development	of	the	

law）」を表現するものではないこと、「現行法（lex	lata）」の客観的な記

述を意図したものであって、「あるべき法（lex	ferenda）」を反映した記

述を包含するのを回避した旨明言している（ 7 ）。『タリン・マニュアル

2.0』の記述方針こそ、本稿が lex	lata と lex	ferenda を考察の視角とし

て設定した理由である。

復仇の定義について国際的合意は存在しない（ 8 ）。復仇とは、相手が

実行した犯罪行為に対する均衡のとれた反応として、犯罪の違法性が

阻却され正当なものとされるという主張で、最古の法執行手段であ	

る（ 9 ）。復仇は、平時復仇と「戦時復仇（belligerent	reprisals,	représailles	

en	temps	de	guerre）」に区別される。国連憲章の採択以前は、自己の実

力に訴えてその権利の実現を図る「自力救済（self-help）」の一手段とし

て、武力行使を伴う復仇さえ平時における法の実現手段として許容さ

れていた（平時復仇）。しかし、国連憲章 2 条 4 項によって武力行使が

禁止されたため、武力行使を伴う平時復仇は許されなくなった。1970

年友好関係原則宣言は、「国は武力の行使を伴う復仇行為を慎む義務を

負う」と明規している（第 1 原則 6 項）。沿革的に復仇に基礎を置く「対

抗措置（countermeasure）」の目的・条件等は、「国際違法行為に対する

国家責任に関する条文」（以下、「国家責任条文」）（10）の中に規定された。

国家責任条文によれば、対抗措置は違法性阻却事由に該当し（同22条）、

有責国に対して「義務の履行を促すためにのみ」とることができる

（同49条 1 項）という規定から、対抗措置が履行確保手段であることは

明らかである（11）。対抗措置により影響されない義務として、武力によ

る威嚇又は武力の行使を慎む義務（同50条 1 項⒜）、復仇を禁止する人道

的性格の義務（同⒞）が明記されたことは、対抗措置と復仇との相違を

雄弁に物語る。

復仇は、中央集権的な執行機関を有しない分権的な国際社会を背景
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として、交戦国間の利益調整の側面を有する国際人道法において、歴

史的に生成された重要な履行確保手段である。赤十字国際委員会発行

の『慣習国際法』には、復仇が許容されるための 5 つの条件が次のよ

うに規定されている（12）。

①復仇の唯一の目的は、敵を法の遵守に仕向けることである。

②	復仇の実行が許容されるのは、敵を法の尊重に仕向けるため

に利用できる他の合法的措置が存在しない場合における最後

の手段としてのみである。

③	復仇としてなされる行為は、これによって中止させようとす

る違反行為と均衡していなければならない。

④	復仇に訴える決定は、政府最高機関に委ねられなければなら

ない。

⑤	敵が法を遵守した場合、復仇は即時停止されなければならな

い。

上記 5 つの条件を整理すると、主観的正当化事由（①目的の要件）と客

観的正当化事由に大別され、さらに、客観的正当化事由は、実体的要

件（②補助性の要件、③均衡性の要件）と手続的要件（④発動要件、⑤終了

要件）に区分することができる。日本の通説では、①先行違法行為の存

在と事前通告、②補助性、③均衡性、④人道性、の 4 要件に区分され

る（13）。

実空間で成立している武力行使概念は、サイバー空間に対して適用

されるのか、同概念の外延が問題となる。この点、伝統的な「運動エ

ネルギー（kinetic）」兵器以外の道具であっても伝統的な兵器を用いた

場合と同じ結果を引き起こせば、武力行使に該当する点で研究者・実

務家の見解は一致している。本稿の検討対象である「サイバー戦時復

仇（belligerent	cyber	reprisals）」とは、「サイバー技術を利用したネット

ワーク上の戦時復仇」をいう。『タリン・マニュアル2.0』には、戦時復

仇に関する以下の 2 つの規則が規定されている（14）。
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として、交戦国間の利益調整の側面を有する国際人道法において、歴

史的に生成された重要な履行確保手段である。赤十字国際委員会発行

の『慣習国際法』には、復仇が許容されるための 5 つの条件が次のよ

うに規定されている（12）。

①復仇の唯一の目的は、敵を法の遵守に仕向けることである。

②	復仇の実行が許容されるのは、敵を法の尊重に仕向けるため

に利用できる他の合法的措置が存在しない場合における最後

の手段としてのみである。

③	復仇としてなされる行為は、これによって中止させようとす

る違反行為と均衡していなければならない。

④	復仇に訴える決定は、政府最高機関に委ねられなければなら

ない。

⑤	敵が法を遵守した場合、復仇は即時停止されなければならな

い。

上記 5 つの条件を整理すると、主観的正当化事由（①目的の要件）と客

観的正当化事由に大別され、さらに、客観的正当化事由は、実体的要

件（②補助性の要件、③均衡性の要件）と手続的要件（④発動要件、⑤終了

要件）に区分することができる。日本の通説では、①先行違法行為の存

在と事前通告、②補助性、③均衡性、④人道性、の 4 要件に区分され

る（13）。

実空間で成立している武力行使概念は、サイバー空間に対して適用

されるのか、同概念の外延が問題となる。この点、伝統的な「運動エ

ネルギー（kinetic）」兵器以外の道具であっても伝統的な兵器を用いた

場合と同じ結果を引き起こせば、武力行使に該当する点で研究者・実

務家の見解は一致している。本稿の検討対象である「サイバー戦時復

仇（belligerent	cyber	reprisals）」とは、「サイバー技術を利用したネット

ワーク上の戦時復仇」をいう。『タリン・マニュアル2.0』には、戦時復

仇に関する以下の 2 つの規則が規定されている（14）。
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規則108（戦時復仇）

次に規定する対象に対するサイバー行動による戦時復仇は禁

止される。

⒜捕虜、⒝抑留された文民、占領地域又は敵対する紛争当事者

の権力内にある文民及びその者の財産、⒞戦闘外にある者、

⒟医療要員、宗教要員、医療用施設、医療用車両、医療用装備

国際法によって禁止されない場合であっても、戦時復仇は厳格

な要件に服する（15）。

規則109（第 1 追加議定書の下での復仇）

第 1 追加議定書は、文民たる住民、個々の文民、民用物、文

化財及び礼拝所、文民たる住民の生存に不可欠な物、自然環境、

ダム、堤防及び原子力発電所を復仇によるサイバー攻撃の対象

とすることを、締約国に禁止する。

『タリン・マニュアル2.0』のサイバー戦時復仇に関する叙述には、先

に述べた「現行法（lex	lata）」、「あるべき法（lex	ferenda）」、「漸進的発

展（progressive	development）」の途上にある法（「生成途上の法」）を明確

に区別して記述するという方針が巧妙に反映されていることがわかる。

戦時復仇禁止規範の「法源（sources	of	 law）」についての認識は、規則

108と規則109では次のように異なっている。すなわち、規則108が慣習

国際法として結晶化している規則による禁止規範であるのに対して、

規則109は当事国のみが拘束される条約規則による禁止規範と考えられ

る。したがって、規則109の適用上、戦時復仇の可否は、被害国が当事

国であるか否かに依存している。

国際法は、国内法の発達した体系に基本的な要素である立法、執行、

司法の 3 つの集権的制度を欠いている。特に、国際法は国内社会のよ

うな中央集権的執行機関を有しないため、中央集権的な権力が行使す

る「執行」による担保を欠いている。国際法を「法」として認識する
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以上、「妥当性（validity）」の要素のみならず、「実効性（effectiveness）」

の要素も極めて重要である（16）。実効性は、実際に存在するとして援用

状態に適用される言葉であり（17）、「事実的強制」と言い換えられて説

明されることもある（18）。国際法の実効性を発現させるためには、原則

として個別国家の自発的履行が不可欠である。したがって、国際法で

は履行確保の問題が強く認識されることとなる（19）。この点、復仇は履

行確保手段として問題提起的な概念である。

復仇自体が歴史的に生成された制度であるため、復仇の根拠や制限

は歴史的に考察されなければならず、復仇禁止対象を拡大してきた国

際法の歴史の中で把握されなければならない。

1　国際人道法の慣習法性

⑴　lex lata と lex ferenda

慣習国際法とは、国際社会の構成員間で行われる特定の国家実行の

積み重ね（国家間の国際慣行）を基礎として形成された国際法規範であ

る。これが成立するためには、特定の事項について、大多数の国家間

において上記国際慣行が確立していること（一般慣行）、及び、大多数

の国家が上記国際慣行を法的な義務として確信していること（法的確

信）が必要である（20）。国際司法裁判所は、北海大陸棚事件で次のよう

に判示した。すなわち、法典化条約が、宣言的効果、結晶的効果（条約

の交渉、定式化、採択過程が、生成途上の慣習規則を成熟させる効果）、新慣

習法規則の生成的効果の、 3 つの態様で慣習に影響を及ぼす。未だ慣

習法となっていない条約規定が慣習法を生成するためには、⑴当該規

定が規範創造的なものであること、⑵国家実行特に特別利害関係国が

当該規定又は原則を広範に受諾していること、⑶国家実行が「法的確

信（opinio	 juris）」に基づいていることの、 3 つの条件が満たされる必

要がある（21）。なお、条約本文の採択自体が、国家実行の重要な部分で

ある以上、条約規定の慣習法への変化をもたらすに十分であると認め
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以上、「妥当性（validity）」の要素のみならず、「実効性（effectiveness）」

の要素も極めて重要である（16）。実効性は、実際に存在するとして援用

状態に適用される言葉であり（17）、「事実的強制」と言い換えられて説

明されることもある（18）。国際法の実効性を発現させるためには、原則

として個別国家の自発的履行が不可欠である。したがって、国際法で

は履行確保の問題が強く認識されることとなる（19）。この点、復仇は履

行確保手段として問題提起的な概念である。

復仇自体が歴史的に生成された制度であるため、復仇の根拠や制限

は歴史的に考察されなければならず、復仇禁止対象を拡大してきた国

際法の歴史の中で把握されなければならない。

1　国際人道法の慣習法性

⑴　lex lata と lex ferenda

慣習国際法とは、国際社会の構成員間で行われる特定の国家実行の

積み重ね（国家間の国際慣行）を基礎として形成された国際法規範であ

る。これが成立するためには、特定の事項について、大多数の国家間

において上記国際慣行が確立していること（一般慣行）、及び、大多数

の国家が上記国際慣行を法的な義務として確信していること（法的確

信）が必要である（20）。国際司法裁判所は、北海大陸棚事件で次のよう

に判示した。すなわち、法典化条約が、宣言的効果、結晶的効果（条約

の交渉、定式化、採択過程が、生成途上の慣習規則を成熟させる効果）、新慣

習法規則の生成的効果の、 3 つの態様で慣習に影響を及ぼす。未だ慣

習法となっていない条約規定が慣習法を生成するためには、⑴当該規

定が規範創造的なものであること、⑵国家実行特に特別利害関係国が

当該規定又は原則を広範に受諾していること、⑶国家実行が「法的確

信（opinio	 juris）」に基づいていることの、 3 つの条件が満たされる必

要がある（21）。なお、条約本文の採択自体が、国家実行の重要な部分で

ある以上、条約規定の慣習法への変化をもたらすに十分であると認め
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られる場合もあるとされた（22）。

現代は、慣習法の緩慢な結晶化の時代ではなく、特定の分野では、

新たな社会目的から、慣習的な介在なしに条約規則へと移行する（23）。

条約の解釈は、実効性の探究を証明し、留保の解釈で明らかにされる（24）。

現代国際社会では、現行法と現実の乖離が指摘されるため、国際法上

の欠缺が問題となる。既存国際法規（「現行法」）が国際慣習法として存

在している状況において、新しい国際法規（「あるべき法」）が多数国間

条約として成立した場合、以下のような 2 つの事例が問題提起される。

この際、国際法上の概念は、ある場合に国家の行動を正当化するイ

デオロギーとして機能し、またある場合には国家の行動を規制する拘

束的規範として機能する。戦時復仇は、このような相反する機能を有

する概念の 1 つである。

第 1 の事例では、新しい国際法規（「あるべき法」）が慣習国際法とし

て成熟される以前に、国家（Ａ）が自国利益の保護目的で行った一方的

行為を正当化する根拠として「あるべき法」（「生成途上の法」）を主張す

る場合がある（25）。Ａ国の一方的行為によって利益を侵害された国家

（Ｂ）は、既存国際法規（「現行法」）を根拠としてＡ国の行為の違法性を

主張するであろう。

第 2 の事例では、新しい国際法規（「あるべき法」）が慣習国際法とし

て成熟される以前に、国家（Ａ）が自国利益の保護目的で行った一方的

行為を正当化する根拠として既存慣習国際法（「現行法」）を主張する場

合がある（26）。Ａ国の一方的行為によって利益を侵害された国家（Ｂ）

は、新しい国際法規（「あるべき法」）を根拠としてＡ国の行為の違法性

を主張するであろう。

上記 2 つの事例に共通して AB 両国間紛争の背後にあるのは、慣習

国際法としての「現行法」と条約法としての「あるべき法」との相克

である。「あるべき法」が漸進的発展の途上にある「生成途上の法」に

とどまっている時点において、一方で、「あるべき法」に相当の規範性

の獲得が期待されているにもかかわらず、他方で、一部の国家が新し
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い法の未成立を主張している状況が、第三国にとっては「法の欠缺」

として認識される（27）。

⑵　条約規定の慣習法性

条約規定の慣習法性については、国際人道法の原則との関連で次の

ような学説がある。まず、T.Meron によれば、国際人道法における法

的確信は、「人道の原則」に由来していることが重要で、「契約は守ら

れるべきである」という拘束力に基づく他の条約とは異なり、条約の

慣習法化を促進する異質の要素があるとされる。人道原則は、「守られ

るべきである」ということが「守られている」と結合しているため、

「あるべき法（lex	ferenda）」と「現行法（lex	lata）」との一体化を意味す

る。国際人道法規範は本来、「目的論的（teleological）」な性格の規範と

して理解され、慣習法として形成されたことを積極的に肯定する基盤

を有している。法的確信の基礎には、契約的合意よりも人道原則が存

在するからである（28）。

以上のような Meron の見解より一歩進んで、H.Thirlway は端的に、

国際人道法の原則が、「一般慣習国際法」や「法の一般原則」（国際司法

裁判所規程38条）に属するというよりも、むしろ「自明の独立法源（a	

self-sufficient	source	of	 law）」とみるべきで、国家実行や法的確信の要素

の確認作業は不要であると主張する。国際人道法の原則は、慣習法の

主要部に当然に導入されている。国家が国際人道法上負う義務は、

ジュネーヴ諸条約の規定に由来するのではなく、国際人道法の一般原

則そのものに由来する。条約は、そうした既定の原則に特別の表現を

与えただけにすぎないとされる（29）。このように、国際人道法の諸規定

は、他の多数国間条約の諸規定よりも、慣習法化されたものとして受

け入れられやすいといわれている（30）。）
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い法の未成立を主張している状況が、第三国にとっては「法の欠缺」

として認識される（27）。

⑵　条約規定の慣習法性

条約規定の慣習法性については、国際人道法の原則との関連で次の

ような学説がある。まず、T.Meron によれば、国際人道法における法

的確信は、「人道の原則」に由来していることが重要で、「契約は守ら

れるべきである」という拘束力に基づく他の条約とは異なり、条約の

慣習法化を促進する異質の要素があるとされる。人道原則は、「守られ

るべきである」ということが「守られている」と結合しているため、

「あるべき法（lex	ferenda）」と「現行法（lex	lata）」との一体化を意味す

る。国際人道法規範は本来、「目的論的（teleological）」な性格の規範と

して理解され、慣習法として形成されたことを積極的に肯定する基盤

を有している。法的確信の基礎には、契約的合意よりも人道原則が存

在するからである（28）。

以上のような Meron の見解より一歩進んで、H.Thirlway は端的に、

国際人道法の原則が、「一般慣習国際法」や「法の一般原則」（国際司法

裁判所規程38条）に属するというよりも、むしろ「自明の独立法源（a	

self-sufficient	source	of	 law）」とみるべきで、国家実行や法的確信の要素

の確認作業は不要であると主張する。国際人道法の原則は、慣習法の

主要部に当然に導入されている。国家が国際人道法上負う義務は、

ジュネーヴ諸条約の規定に由来するのではなく、国際人道法の一般原

則そのものに由来する。条約は、そうした既定の原則に特別の表現を

与えただけにすぎないとされる（29）。このように、国際人道法の諸規定

は、他の多数国間条約の諸規定よりも、慣習法化されたものとして受

け入れられやすいといわれている（30）。）
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2　ジュネーヴ諸条約が規定する復仇禁止規範

⑴　ジュネーヴ諸条約の特徴

国際人道法が初めて明文で復仇を禁止したのは、捕虜に対する復仇

禁止規定（1929年「俘虜ノ待遇ニ関スルジュネーヴ条約」 2 条 3 項）であっ

たが、その履行確保手段は不十分であった。ジュネーヴ諸条約は、復

仇の許容条件を明記せずに、復仇の対象として無条件で禁止される人

及び物の類型を規定するのみであった。そもそも従来の学説や慣習は、

責任の連帯性が認められない者に対する非人道的復仇を禁止していた。

このような復仇制限の抽象的原則を具体的に復仇対象の面から明文化

したのがジュネーヴ諸条約である。さらに、復仇によって軍隊の構成

員のみならず文民にも甚大な犠牲が生じた第 2 次世界大戦の教訓に鑑

みて、ジュネーヴ諸条約は、自国の権力下にある無防備のか弱き敵犠

牲者を復仇禁止対象としたのである。ジュネーヴ諸条約は、広範囲に

わたる人及び物に対する復仇を禁止した点で、国際人道法における復

仇規制の歴史上画期的なものと評価できる。

ジュネーヴ諸条約が復仇を禁止する対象は、第 1 、第 2 、第 3 各条

約によって保護される軍隊の構成員（第 1 類型）と第 4 条約によって保

護される文民及びその財産（33条）（第 2 類型）の、 2 つに大別される。

同条約で復仇禁止対象とされる第 1 の類型は、軍隊の構成員である。

すなわち、第 1 条約によって保護される戦地にある軍隊の傷者、病者、

要員、建物又は材料（46条）､ 第 2 条約によって保護される海上にある

軍隊の傷者、病者、難船者、要員、船舶、小舟艇又は材料（47条）、第

3 条約によって保護される捕虜（13条）である。第 1 、第 2 、第 3 各条

約の起草過程で復仇禁止規定が異論もなく承認されたのは、以下のよ

うな第 2 次世界大戦の教訓に基づくものといえよう。すなわち、軍隊

の構成員の内、傷者、病者、難船者及び捕虜は一般に無防備かつ無力

である。連帯的責任を負ういわれのない先行違法行為を理由として、

このような被保護者が危害を受けるのは、人道の法則に著しく反する
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だけでなく、それによって得られる軍事的利益も少ないからである。

第 4 条約は、文民保護を直接定めた最初の条約である。文民は、「武

力紛争中交戦国領域に滞在しているか又はその権力内にある外国人」

と「交戦国領域にいるすべての人、特に自国民」に大別されるが、第

4 条約が主に取扱っているのは前者である（31）。第 4 条約によって保護

される文民及びその財産（33条）は、復仇禁止対象とされる第 2 の類型

である。第 4 条約は、紛争当事国や中立国のすべての国民を復仇の恐

怖から免れさせるものではない。すなわち、条約の規定する被保護者

以外の者、例えば、自国の権力下にない敵国民に対する復仇は禁止さ

れていない。敵国領域内にいる敵国民こそ、大戦中に無防守都市に対

する無差別爆撃等の形態で復仇が行われた際の犠牲者であった。第 4

条約の復仇禁止規定は、自国の権力下にある無防備の敵国民を保護す

ることを主眼とするもので、第 1 、第 2 、第 3 各条約における復仇禁

止規定の趣旨と基本的に同じものといえる。

従来行われていた文民に対する復仇の最も重要な部分、すなわち占

領地域住民に対する復仇について、第 4 条約がこれを禁止した意義は

大きい。ジュネーヴ諸条約は、あらゆる事情のもとでの遵守を要求す

る共通第 1 条によって、同条約によって保護される文民、傷者、病者

及び難船者、捕虜そしてあらゆる船舶、材料及び財産に対する復仇を

明確に禁止した。この点、G.I.A.D.Draper によれば、ジュネーヴ諸条

約は、国際人道法の過半数を占めているため、復仇を口実に実行され

る国際人道法違反行為の減少が期待されるという理由から、復仇禁止

規定の評価は高い（32）。これに対して、ジュネーヴ諸条約の復仇禁止規

定は、あまりにも広汎に及び、伝統的に維持されてきた交戦国の権利

を否定するものであるから、一般文民に対する復仇の全面的禁止は再

考される必要があると主張する論者もいる。例えば、A.R.Albrecht は、

占領地域の一般文民に対する復仇又は復仇の恐怖が、占領軍に敵対す

る文民に秩序を形成する不可欠の措置であるという理由から、第 4 条

約の被保護者に対する復仇禁止規定を批判する（33）。占領軍に対する広
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だけでなく、それによって得られる軍事的利益も少ないからである。

第 4 条約は、文民保護を直接定めた最初の条約である。文民は、「武

力紛争中交戦国領域に滞在しているか又はその権力内にある外国人」

と「交戦国領域にいるすべての人、特に自国民」に大別されるが、第

4 条約が主に取扱っているのは前者である（31）。第 4 条約によって保護

される文民及びその財産（33条）は、復仇禁止対象とされる第 2 の類型

である。第 4 条約は、紛争当事国や中立国のすべての国民を復仇の恐

怖から免れさせるものではない。すなわち、条約の規定する被保護者

以外の者、例えば、自国の権力下にない敵国民に対する復仇は禁止さ

れていない。敵国領域内にいる敵国民こそ、大戦中に無防守都市に対

する無差別爆撃等の形態で復仇が行われた際の犠牲者であった。第 4

条約の復仇禁止規定は、自国の権力下にある無防備の敵国民を保護す

ることを主眼とするもので、第 1 、第 2 、第 3 各条約における復仇禁

止規定の趣旨と基本的に同じものといえる。

従来行われていた文民に対する復仇の最も重要な部分、すなわち占

領地域住民に対する復仇について、第 4 条約がこれを禁止した意義は

大きい。ジュネーヴ諸条約は、あらゆる事情のもとでの遵守を要求す

る共通第 1 条によって、同条約によって保護される文民、傷者、病者

及び難船者、捕虜そしてあらゆる船舶、材料及び財産に対する復仇を

明確に禁止した。この点、G.I.A.D.Draper によれば、ジュネーヴ諸条

約は、国際人道法の過半数を占めているため、復仇を口実に実行され

る国際人道法違反行為の減少が期待されるという理由から、復仇禁止

規定の評価は高い（32）。これに対して、ジュネーヴ諸条約の復仇禁止規

定は、あまりにも広汎に及び、伝統的に維持されてきた交戦国の権利

を否定するものであるから、一般文民に対する復仇の全面的禁止は再

考される必要があると主張する論者もいる。例えば、A.R.Albrecht は、

占領地域の一般文民に対する復仇又は復仇の恐怖が、占領軍に敵対す

る文民に秩序を形成する不可欠の措置であるという理由から、第 4 条

約の被保護者に対する復仇禁止規定を批判する（33）。占領軍に対する広
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範囲の強靱な抵抗が頻発する状態では、復仇禁止規定の遵守がほとん

ど不可能となることが懸念されるからである。

以上の復仇禁止規定に対する相反する評価は、復仇それ自体に内在

する矛盾を如実に物語る。第 1 の疑問は、相手に法を遵守させるため

に、自ら法を破ることが正当化されるのかという点である。第 2 に、

復仇の向けられる対象が、先行違法行為とは無関係の第三者の場合、

相手に法を遵守させるという目的の適合性が疑われる。

⑵　ジュネーヴ諸条約の慣習法性

国際司法裁判所はニカラグア事件判決で、「国際人道法の一般原則」

の慣習法的効力、すなわち条約非加盟国に対する拘束力について次の

ように判示した（34）。

すなわち、アメリカによる国際人道法違反の問題を取り扱うにあ

たって、アメリカの多数国間条約留保との関係で、紛争当事国以外の

ジュネーヴ諸条約締約国が判決の影響を受けるのか否かを検討する必

要はないとした。アメリカの行為は国際人道法の基本原則によって判

断されうるというのが理由である。ジュネーヴ諸条約は、一方で、国

際人道法の基本原則の発展であり、他方で、そのような原則の表明で

もある。確かに、アメリカにはジュネーヴ諸条約共通第 1 条の下で同

条約を尊重し、かつ尊重を確保する義務がある。しかし、その義務は

条約それ自体のみに由来するのではなく、国際人道法の一般原則にも

由来しており、条約はそれを単に表明したに過ぎないのである。以上、

国際司法裁判所ニカラグア事件判決の要旨である。

さらに、国際司法裁判所は、「核兵器の威嚇又は使用の合法性」に関

する勧告的意見の中で、ニュルンベルグ国際軍事裁判所判決と「安保

理決議808（1993）の規定に基づく国連事務総長報告書」に対する明白

な賛意をもって以下のように言及した（35）。

すなわち、武力紛争に適用可能な国際人道法は、人間の尊重とその

実現を保障するために基本的なものであるから、ハーグ陸戦条約、
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ジュネーヴ諸条約は多数の当事国を得ている。このような基本的な諸

規則は慣習国際法を構成するため、条約当事国であるか否かを問わず、

すべての国家によって遵守されるべきものである（79項）。「安保理決議

808（1993）の規定に基づく国連事務総長報告書」（36）を引用して、慣習

国際法の一部となっていることを疑う余地がない国際人道法として、

ハーグ陸戦条約、1945年「国際軍事裁判所憲章」、1948年「集団殺害罪

の防止及び処罰に関する条約」、ジュネーヴ諸条約によって具体化され

た武力紛争に適用される法を列挙している（81項）。広範囲の法典化、

多数の当事国、廃棄条項の未活用という事実によって、大多数の国際

人道法が既に慣習法化されており、普遍的に承認された人道原則を反

映した条約規則の集大成を国際社会に提供してきたことを指摘してい

る（82項）。

確かに、原則としては当事国と非当事国間及び非当事国相互間では、

条約の拘束性は認められない。しかし、ジュネーヴ諸条約が慣習法規

則を具体化している限りにおいて相互主義が排除され、ジュネーヴ諸

条約は、国際的武力紛争において条約非当事国に対しても適用される。

ジュネーヴ諸条約のある規定が慣習法の枠外にある場合、交戦国の中

の一国が同条約当事国でないとき、当該国家が自発的に、あるいは、

条約当事国に代わってなされた宣言に答えて、ジュネーヴ諸条約の規

定を遵守する旨の宣言をするのが一般的である。このような宣言は、

ジュネーヴ諸条約共通第 2 条 3 項によって強調されているとおり、人

道主義の諸原則を具体化しているジュネーヴ法が相互的な基盤の上に

適用されるという事実を承認するということである。人道主義の原則

を無視するいかなる交戦者が登場しようとも、人道的諸原則の尊重を

確保することは望ましいことであろう。他方で、慣習法化されていな

い条約上の義務は、相互主義の原則の基盤においてのみ遵守されると

いう事実を承認せざるを得ないのである（37）。

以上、ジュネーヴ諸条約のように慣習法化されている条約の場合、

条約当事国相互間のみならず、条約当事国と非当事国間及び非当事国
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ジュネーヴ諸条約は多数の当事国を得ている。このような基本的な諸

規則は慣習国際法を構成するため、条約当事国であるか否かを問わず、

すべての国家によって遵守されるべきものである（79項）。「安保理決議

808（1993）の規定に基づく国連事務総長報告書」（36）を引用して、慣習

国際法の一部となっていることを疑う余地がない国際人道法として、

ハーグ陸戦条約、1945年「国際軍事裁判所憲章」、1948年「集団殺害罪

の防止及び処罰に関する条約」、ジュネーヴ諸条約によって具体化され

た武力紛争に適用される法を列挙している（81項）。広範囲の法典化、

多数の当事国、廃棄条項の未活用という事実によって、大多数の国際

人道法が既に慣習法化されており、普遍的に承認された人道原則を反

映した条約規則の集大成を国際社会に提供してきたことを指摘してい

る（82項）。

確かに、原則としては当事国と非当事国間及び非当事国相互間では、

条約の拘束性は認められない。しかし、ジュネーヴ諸条約が慣習法規

則を具体化している限りにおいて相互主義が排除され、ジュネーヴ諸

条約は、国際的武力紛争において条約非当事国に対しても適用される。

ジュネーヴ諸条約のある規定が慣習法の枠外にある場合、交戦国の中

の一国が同条約当事国でないとき、当該国家が自発的に、あるいは、

条約当事国に代わってなされた宣言に答えて、ジュネーヴ諸条約の規

定を遵守する旨の宣言をするのが一般的である。このような宣言は、

ジュネーヴ諸条約共通第 2 条 3 項によって強調されているとおり、人

道主義の諸原則を具体化しているジュネーヴ法が相互的な基盤の上に

適用されるという事実を承認するということである。人道主義の原則

を無視するいかなる交戦者が登場しようとも、人道的諸原則の尊重を

確保することは望ましいことであろう。他方で、慣習法化されていな

い条約上の義務は、相互主義の原則の基盤においてのみ遵守されると

いう事実を承認せざるを得ないのである（37）。

以上、ジュネーヴ諸条約のように慣習法化されている条約の場合、

条約当事国相互間のみならず、条約当事国と非当事国間及び非当事国
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相互間でも、条約の拘束性が認められる。この場合、復仇を禁止する

規定も慣習法化されていると考えられるので、同規定は逸脱不可能な

規範とされる。他方で、復仇を禁止する第 1 追加議定書上の規定は逸

脱不可能な規範とされるのであろうか。第 1 追加議定書が慣習法化さ

れているといえるか否かが問題となる。

3　第 1 追加議定書が規定する復仇禁止規範

⑴　第 １追加議定書の特徴

第 4 条約による復仇の禁止対象は占領地域の文民に限定されていた

が、第 1 追加議定書によってその範囲は敵国の領域に存在する文民

（51条 6 項）にまで拡大された。同議定書によって復仇の禁止対象とさ

れた第 1 類型は、軍民を問わず、傷者、病者、難船者、医療要員、宗

教要員、医療組織、医療用輸送手段（20条）である。第 2 類型は、文民

たる住民又は個々の文民（51条 6 項）、民用物（52条 1 項）､ 文民たる住

民の生存に不可欠な物（54条 4 項）、危険な威力を内蔵する工作物及び

施設（56条 4 項）で、いずれも文民の保護が趣旨である。第 3 類型は、

文化財および礼拝所（53条⒞）並びに自然環境（55条 2 項）のような人

類共通の利益を保護法益とするものである。

ジュネーヴ第 4 条約の被保護者は、「紛争当事国又は占領国の権力内

にある者でその紛争当事国又は占領国の国民でないもの」（第 4 条）と

され、その範囲は限定的である。すなわち、自国の権力下にない敵国

民は保護されない。また、第 4 条約には、「紛争当事国の住民全体」（13

条）を一般的に保護する規定（第 2 編）が設けられているが、軍事行動

から生ずる危険に対して一般住民全体を保護する規定が置かれている

わけではない。第 4 条約では、一般に戦闘に参加しないと見られる傷

病者、妊産婦、児童や文民病院の保護及び特別の保護地帯の設定につ

いて規定されているにすぎない。

これに対して、第 1 追加議定書は、自国の権力下にない敵国民をも
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含めて、第 4 条約より広い範囲の被保護者を規定している。軍事行動

から生ずる危険に対して一般住民全体を保護する規定を初めてかつ詳

細に設けたのが、第 1 追加議定書51条である（38）。第 1 追加議定書が規

定する傷病者､ 難船者や衛生施設等の範囲は、ジュネーヴ諸条約のそ

れらより拡大されているし、なによりも文民たる住民又は個々の文民

に対する復仇攻撃を禁止したことは画期的である。また、生存に不可

欠な物や危険な威力を内蔵する工作物等に対する復仇を禁止した規定

も現代武力紛争の実態に照らして重要である。

確かに、第 1 追加議定書が、「紛争当事者の権力内にある者であって

諸条約又はこの議定書に基づく一層有利な待遇を受けないもの」に対

する基本的保障（75条）を初めて明示した意義は大きい。上記対象者の

範囲には、一般に、第 4 条約 4 条にいう被保護者の範囲に含まれない

者、すなわち第 4 条約の非締約国国民、及びその本国が通常の外交代

表を駐在させている間の中立国国民や共同交戦国国民が挙げられる（39）。

しかし、第 1 追加議定書による復仇禁止対象には含まれない人や物の

類型が、なお残されていることに注意しなければならない。例えば、

紛争当事者の権力内にある者でジュネーヴ諸条約又は第 1 追加議定書

に基づく一層有利な待遇の利益を受けないもの（75条）は、復仇の禁止

対象ではない。さらに、同議定書は、害敵手段に関する復仇を禁止す

る規定を含まない。

第 1 追加議定書以外の復仇禁止規定として、1954年の「武力紛争の

際の文化財の保護に関する条約」（以下、「文化財保護条約」）が、「締約国

は、文化財に対し復仇手段としていかなる行為をも行なってはならな

い」（ 4 条 4 項）と規定していることにも注目したい。

⑵　慣習法性肯定論

第 1 追加議定書の適用上、当事国相互間では相互主義が機能するの

かが問題となる。ジュネーヴ諸条約では前述したとおり、戦争犠牲者

を保護することを目的とした人道的性格の義務規定について､ 相互主
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含めて、第 4 条約より広い範囲の被保護者を規定している。軍事行動

から生ずる危険に対して一般住民全体を保護する規定を初めてかつ詳

細に設けたのが、第 1 追加議定書51条である（38）。第 1 追加議定書が規

定する傷病者､ 難船者や衛生施設等の範囲は、ジュネーヴ諸条約のそ

れらより拡大されているし、なによりも文民たる住民又は個々の文民

に対する復仇攻撃を禁止したことは画期的である。また、生存に不可

欠な物や危険な威力を内蔵する工作物等に対する復仇を禁止した規定

も現代武力紛争の実態に照らして重要である。

確かに、第 1 追加議定書が、「紛争当事者の権力内にある者であって

諸条約又はこの議定書に基づく一層有利な待遇を受けないもの」に対

する基本的保障（75条）を初めて明示した意義は大きい。上記対象者の

範囲には、一般に、第 4 条約 4 条にいう被保護者の範囲に含まれない

者、すなわち第 4 条約の非締約国国民、及びその本国が通常の外交代

表を駐在させている間の中立国国民や共同交戦国国民が挙げられる（39）。

しかし、第 1 追加議定書による復仇禁止対象には含まれない人や物の

類型が、なお残されていることに注意しなければならない。例えば、

紛争当事者の権力内にある者でジュネーヴ諸条約又は第 1 追加議定書

に基づく一層有利な待遇の利益を受けないもの（75条）は、復仇の禁止

対象ではない。さらに、同議定書は、害敵手段に関する復仇を禁止す

る規定を含まない。

第 1 追加議定書以外の復仇禁止規定として、1954年の「武力紛争の

際の文化財の保護に関する条約」（以下、「文化財保護条約」）が、「締約国

は、文化財に対し復仇手段としていかなる行為をも行なってはならな

い」（ 4 条 4 項）と規定していることにも注目したい。

⑵　慣習法性肯定論

第 1 追加議定書の適用上、当事国相互間では相互主義が機能するの

かが問題となる。ジュネーヴ諸条約では前述したとおり、戦争犠牲者

を保護することを目的とした人道的性格の義務規定について､ 相互主
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義は排除されていると解されている。第 1 追加議定書の起草過程でも、

相互主義を法原則に位置付けることに対する疑問が示された（40）。これ

を受けて、第 1 追加議定書もその冒頭に、締約国は「すべての場合に」

同議定書を尊重することを約束する（ 1 条 1 項）として、ジュネーヴ諸

条約共通第 1 条を確認し、相互主義からの脱却を明らかにしたという

評価もある（41）。

確かに、当事国と非当事国間及び非当事国相互間では、条約の拘束

性はないというのが相互主義の原則である。しかし、慣習法化されて

いる条項の範囲内では相互主義が排除され、当事国であるか否かを問

わず当該条項に拘束される。追加議定書を起草するための外交会議で

は、「相互主義的処遇という威嚇は、人道法規則に違反しようとする者

に対して効果的であろう。しかし、復仇の形式的な合法化が、その誤

用や乱用を招くであろう。」という主張が見られた（42）。このため、「文

民たる住民に対する復仇禁止規定」（51条 6 項）の慣習法性が問題となる。

この点、Kalshoven は、「第 1 追加議定書が、武力紛争に関する国際

法における変更を反映したものであることは疑いない。変更の殆どは

修正および明確化という形式により行われている。同議定書が規定す

る諸規則の多くが既存の慣習国際法の法典化であることは一般的に承

認されている。」と評価している（43）。他方で、第 1 追加議定書は、そ

の批准及び加入の進捗状況からみて、慣習法化しているというよりむ

しろ一般国際法の地位に近づいていると評価する論者もいる（44）。一般

国際法とは、国際社会全体に妥当する国際法規をいう（45）。慣習国際法

と一般国際法との関係については以下の 2 つの見解に大別される（46）。

一方で、慣習国際法が国際社会全体に適用される一般国際法の唯一の

法源であるとする見解がある。他方で、法形式の態様としての慣習と

いう面を重視すると、国際法は当然には一般国際法として妥当しない

とする見解になる。

普遍的な国際機構である国連の文書から、第 1 追加議定書の慣習国

際法性を証明する証拠を探ってみよう。1999年の国連事務総長の告示
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「国連部隊による国際人道法の遵守」（47）によれば、国連軍が復仇を行う

ことが禁止される対象として、文民又は民用物（para.5.6）、人民の文化

的又は精神的遺産である芸術的、建築的又は歴史的記念建造物、遺跡、

美術品、礼拝所並びに博物館及び図書館のような文化財（para.6.6）、食

糧、作物、家畜、飲料水の施設及び供給設備のような、文民たる住民

の生存に不可欠な物（para.6.7）、危険な威力を内蔵する施設、すなわち

ダム、堤防及び原子力発電所（para.6.8）傷者、病者（para.9.1）、衛生施

設、移動衛生部隊（para.9.3）、傷者又は病者の捜索、輸送又は治療に専

ら従事する衛生要員並びに宗教要員（para.9.4）、傷病者の輸送手段又は

衛生設備（para.9.5）が列挙されている。同告示は、国連軍構成員に対

する指針であるから、国際人道法を適用する裁判所に対して拘束力を

有せず、国連の公式見解と認められているわけではない。しかし、直

接的又は間接的に国連の立場を反映していると解される。告示におけ

る復仇禁止対象が、第 1 追加議定書及び文化財保護条約の諸規定から

引用されているのは、これらの復仇禁止規範が既に慣習国際法となっ

ている証拠であるともいえる。しかし、ユーゴスラヴィア紛争（1991年

-1995年）では、このような法規範の内容が必ずしも遵守されたとはい

えず、法と現実との大きな乖離が指摘されている（48）。

⑶　慣習法性否定論

「安保理決議780に基づいて設置された専門家委員会最終報告」（1994

年）では、ジュネーヴ諸条約における復仇禁止規範の慣習国際法性が

認められているのに対して、第 1 追加議定書に設けられている復仇禁

止規範については、必ずしも慣習国際法化されているわけではないこ

とが示唆されている（49）。同報告によれば、復仇が、以下のような条件

の下で適用可能な法として規定されている。すなわち、実体的要件と

しては均衡性要件（必ずしも厳格ではない）、事前手続的要件としては先

行違法行為の停止要求と敵の拒否、事後手続的要件としては違法行為

の停止に伴う復仇の即時中止措置が規定されている（64項）。復仇禁止

）
八
六
一
（

66



サ
イ
バ
ー
戦
時
復
仇
の
課
題
（
田
中
）

五
一
九

「国連部隊による国際人道法の遵守」（47）によれば、国連軍が復仇を行う

ことが禁止される対象として、文民又は民用物（para.5.6）、人民の文化

的又は精神的遺産である芸術的、建築的又は歴史的記念建造物、遺跡、

美術品、礼拝所並びに博物館及び図書館のような文化財（para.6.6）、食

糧、作物、家畜、飲料水の施設及び供給設備のような、文民たる住民

の生存に不可欠な物（para.6.7）、危険な威力を内蔵する施設、すなわち

ダム、堤防及び原子力発電所（para.6.8）傷者、病者（para.9.1）、衛生施

設、移動衛生部隊（para.9.3）、傷者又は病者の捜索、輸送又は治療に専

ら従事する衛生要員並びに宗教要員（para.9.4）、傷病者の輸送手段又は

衛生設備（para.9.5）が列挙されている。同告示は、国連軍構成員に対

する指針であるから、国際人道法を適用する裁判所に対して拘束力を

有せず、国連の公式見解と認められているわけではない。しかし、直

接的又は間接的に国連の立場を反映していると解される。告示におけ

る復仇禁止対象が、第 1 追加議定書及び文化財保護条約の諸規定から

引用されているのは、これらの復仇禁止規範が既に慣習国際法となっ

ている証拠であるともいえる。しかし、ユーゴスラヴィア紛争（1991年

-1995年）では、このような法規範の内容が必ずしも遵守されたとはい

えず、法と現実との大きな乖離が指摘されている（48）。

⑶　慣習法性否定論

「安保理決議780に基づいて設置された専門家委員会最終報告」（1994

年）では、ジュネーヴ諸条約における復仇禁止規範の慣習国際法性が

認められているのに対して、第 1 追加議定書に設けられている復仇禁

止規範については、必ずしも慣習国際法化されているわけではないこ

とが示唆されている（49）。同報告によれば、復仇が、以下のような条件

の下で適用可能な法として規定されている。すなわち、実体的要件と

しては均衡性要件（必ずしも厳格ではない）、事前手続的要件としては先

行違法行為の停止要求と敵の拒否、事後手続的要件としては違法行為

の停止に伴う復仇の即時中止措置が規定されている（64項）。復仇禁止
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対象としては、ジュネーヴ第 1 条約46条、第 2 条約47条、第 3 条約13

条、第 4 条約33条、第 1 追加議定書44条、51条 6 項、52条 1 項、53条

ｃ項、54条 4 項、55条 2 項、56条 4 項、73条が引用されている（65項）。

非国際的武力紛争に適用される共通第 3 条と第 2 追加議定書には、復

仇禁止規定が含まれていない。ジュネーヴ諸条約と第 1 追加議定書が

適用される国際的武力紛争では、復仇が許容されるためには、ジュ

ネーヴ諸条約と第 1 追加議定書及び武力紛争に関する慣習国際法の諸

制限を条件として、専ら戦闘員又は他の軍事目標に向けられなければ

ならない。第 1 追加議定書が適用されない国際的武力紛争では、もっ

と広い範疇の人や物に復仇が向けられる可能性があるが、武力紛争に

関する慣習国際法の諸制限を条件としなければならない（66項）。

以上の最終報告を踏まえて考察すると、復仇に関する上記の許容条

件及び禁止対象が、限定列挙を意味するのか、あるいは例示列挙を意

味するものかについては、いずれとも断定できない。なお、「第 1 追加

議定書が適用されない国際的武力紛争」とは、非当事国相互間の戦闘

行為（Ａ）、及び、複数の紛争当事国の中に非当事国が含まれる場合に

おける非当事国と当事国間の戦闘行為（Ｂ）である。第 1 追加議定書に

は総加入条項が置かれていない以上、（Ｂ）の場合でも、当事国相互間

の戦闘行為に対しては同議定書が適用される。

第 1 追加議定書では、ジュネーヴ諸条約よりも復仇禁止範囲が拡大

され、特に敵の権力内にある敵の文民に対する復仇が禁止された意義

は大きい。無差別爆撃で自国内の文民居住地区が大規模に破壊された

被害国が、第 1 追加議定書当事国である場合、復仇禁止規定に拘束さ

れるため、加害国内の文民居住地区に対する攻撃という戦術で対抗す

ることができなくなり、不利な戦況を打開できなくなる。このような

軍事的必要性から、文民たる住民に対する戦時復仇禁止規範の拘束力

を排除するのが妥当であるという主張には説得力がある。

実際には、正式な留保を表明した国はなかったが、イギリスは第 1

追加議定書の批准の際、次のような特別の声明を行った。
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「1949年ジュネーヴ諸条約第 1 追加議定書51条乃至55条の義務は、イ

ギリスが関わるであろう敵対国自身が良心的に同義務を遵守すること

を基礎として受け入れられる。もし、敵対国が51条又は55条に違反し

て文民たる住民又は個々の文民若しくは民用物に対する重大かつ故意

の攻撃、若しくは53、54、55条に違反して保護対象に対する重大かつ

故意の攻撃を行うならば、敵対国の違反がなければ該当条項によって

禁止される措置を行なう権利をイギリス自身が有すると考えるだろう。

もっとも、①前記措置は、同条項下の違法行為の中止を敵対国に強制

する目的のみに必要と考えられる程度であって、②敵対国に違反行為

の中止を要求する正式の警告が無視された後においてのみ、かつ③政

府の最高中枢による意思決定の後においてのみ許容される。イギリス

が講じたいかなる措置も、その原因となった先行違法行為との均衡を

失うことはなく、1949年ジュネーヴ諸条約によって禁止されるいかな

る行為を包含することはなく、前記措置が先行違法行為の中止後に継

続することもない。イギリスは、①敵対国に発せられた前記正式の警

告、②その警告が無視されたならばその結果として講ぜられる措置、

についてこれを利益保護国に通知するものとする。」（50）

イタリアは批准の際に、「第 1 追加議定書、特に51条及び52条によっ

て課された義務に関する敵の重大かつ組織的な違反行為に対しては、

将来の違反行為を防止するために、国際法の下で許容されるあらゆる

手段をもって反応を示すつもりである。」（51）と表明した。

フランスの声明（52）及びドイツの声明（53）においても、敵の重大かつ組

織的な違反行為に対する同趣旨の反応が表明されている。上述した諸

国の見解は、声明という形式で表明されたものであって、文民たる住

民及び民用物に対する復仇を禁止した条項に関する明示的な留保では

ないが、実質的に留保と評価できる。現在までのところ、これら諸国

の声明に対して異議を申し出た国はない。さらに、アメリカが第 1 追

加議定書を批准しない理由の 1 つとして、同議定書による復仇の広範

な禁止が指摘されている（54）。アメリカは、同51条 6 項の復仇禁止規定
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「1949年ジュネーヴ諸条約第 1 追加議定書51条乃至55条の義務は、イ

ギリスが関わるであろう敵対国自身が良心的に同義務を遵守すること

を基礎として受け入れられる。もし、敵対国が51条又は55条に違反し

て文民たる住民又は個々の文民若しくは民用物に対する重大かつ故意

の攻撃、若しくは53、54、55条に違反して保護対象に対する重大かつ

故意の攻撃を行うならば、敵対国の違反がなければ該当条項によって

禁止される措置を行なう権利をイギリス自身が有すると考えるだろう。

もっとも、①前記措置は、同条項下の違法行為の中止を敵対国に強制

する目的のみに必要と考えられる程度であって、②敵対国に違反行為

の中止を要求する正式の警告が無視された後においてのみ、かつ③政

府の最高中枢による意思決定の後においてのみ許容される。イギリス

が講じたいかなる措置も、その原因となった先行違法行為との均衡を

失うことはなく、1949年ジュネーヴ諸条約によって禁止されるいかな

る行為を包含することはなく、前記措置が先行違法行為の中止後に継

続することもない。イギリスは、①敵対国に発せられた前記正式の警

告、②その警告が無視されたならばその結果として講ぜられる措置、

についてこれを利益保護国に通知するものとする。」（50）

イタリアは批准の際に、「第 1 追加議定書、特に51条及び52条によっ

て課された義務に関する敵の重大かつ組織的な違反行為に対しては、

将来の違反行為を防止するために、国際法の下で許容されるあらゆる

手段をもって反応を示すつもりである。」（51）と表明した。

フランスの声明（52）及びドイツの声明（53）においても、敵の重大かつ組

織的な違反行為に対する同趣旨の反応が表明されている。上述した諸

国の見解は、声明という形式で表明されたものであって、文民たる住

民及び民用物に対する復仇を禁止した条項に関する明示的な留保では

ないが、実質的に留保と評価できる。現在までのところ、これら諸国

の声明に対して異議を申し出た国はない。さらに、アメリカが第 1 追

加議定書を批准しない理由の 1 つとして、同議定書による復仇の広範

な禁止が指摘されている（54）。アメリカは、同51条 6 項の復仇禁止規定
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が行き過ぎであると評価している（55）。

このように、国際社会において政治的あるいは軍事的影響力のある

国家が、同51条 6 項の復仇禁止規定に関して、実質的留保を行った上

で批准していること、また、批准をすることなくこれに否定的評価を

しているという国家実行は、「文民たる住民に対する復仇禁止」規定の

慣習国際法性には疑問があることを例証するものといえる（56）。確かに、

あらゆる状況においても文民たる住民に対する復仇が禁止されるとい

う法規範について、これが既に慣習国際法として結晶化されていると

結論付けるのは困難である。しかし、少数の国家が実質的留保を行っ

た上で批准する等の限定された国家実行を根拠にして、当該復仇措置

を実施する権利が第 1 追加議定書採択以後も存在し続けていると主張

することも困難である（57）。以上のように慣習国際法性が疑問視されて

いる復仇禁止対象に関する規定として、民用物（第 1 追加議定書52条 1

項）､ 文化財および礼拝所（53条⒞）、文民たる住民の生存に不可欠な物

（54条 4 項）、自然環境に対する攻撃（55条 2 項）、危険な威力を内蔵する

工作物や施設又はそれに近接する他の軍事目標（56条 4 項）がある（58）。

4　サイバー戦時復仇の要件再考

国際法によって禁止されない場合であっても、戦時復仇は厳格な要

件に服する限り、国際人道法を執行するための伝統的方法である（59）。

一方で、連結性を特徴とするサイバー空間では、サイバー戦時復仇に

よる社会インフラに対する被害は、実空間よりも拡散する傾向がある。

例えば、通信・輸送網、金融市場、エネルギー部門などの国家の経済

インフラの一部に対するサイバー戦時復仇である。他方で、サイバー

戦時復仇の被害が人の傷害又は死亡、物の物理的な損傷又は破壊を引

き起こさない場合には、実空間よりも非人道性が軽減される傾向があ

る。回復不可能な被害を与えることを回避し得る選択肢があるため人

道上推奨される。
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サイバー戦時復仇を利用することで、敵国民の反感を買うような不

可逆的な損害を敵国に与えることなく、敵国政府指導者に対して国際

人道法の遵守を効果的に強要させることができる（60）。サイバー戦時復

仇は、交戦国に対して合法的に対応するための柔軟な選択肢を提供す

ることができる（61）。そうであるとするならば、サイバー戦時復仇につ

いては、国際人道法の履行確保手段としての有用性を考慮すると、実

空間における戦時復仇よりも許容条件を緩和しても人道上大きな問題

が生じないのでないか、以下検討してみたい。

サイバー戦時復仇の許容条件については、これを規定した条約は存

在しないため、伝統的な戦時復仇に関する慣習国際法に委ねられてい

る。この点、サイバー戦時復仇における履行確保手段としての有用性

を考慮して、許容条件を再考する際に参考となるのが、国家責任条文

における対抗措置に関する規定である。国家責任条文が慣習国際法を

反映していると考えている多数の国家が存在するからである（62）。もっ

とも、戦時復仇が対抗措置と異なる点は、①武力紛争状態でのみ許容

されること、②先行違法行為が国際人道法違反に限られること、③軍

隊のみが実施主体であることの、 3 つである（63）。

国家責任条文によれば、対抗措置が違法性阻却事由に該当するため

には、⑴手続的要件として、①必要性の要件（52条）、⑵実質的要件と

して、②先行違法行為の要件（22条）、③目的の要件（49条 1 項 3 項）、

④均衡性の要件（51条）、⑤対抗措置を制約する要因（50条 1 項）の、す

べてを充足する必要がある。以下、サイバー戦時復仇の許容条件を再

考する際に参考となる規定を検討してみよう。

第 1 に、必要性要件（手続的要件）は、対抗措置をとる前に、違法行

為の中止や事後救済の履行を要求し（52条 1 項⒜）、対抗措置をとる決

定の通告と交渉の申し出をすることである（52条 1 項⒝）。ただし、被

害国が権利保全のために緊急的措置に訴えることが必要である場合に

は、通告及び交渉の申し出を行う前に緊急的措置をとることができる

（52条 2 項）。サイバー戦時復仇においても通告要件を省略することがで
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サイバー戦時復仇を利用することで、敵国民の反感を買うような不

可逆的な損害を敵国に与えることなく、敵国政府指導者に対して国際

人道法の遵守を効果的に強要させることができる（60）。サイバー戦時復

仇は、交戦国に対して合法的に対応するための柔軟な選択肢を提供す

ることができる（61）。そうであるとするならば、サイバー戦時復仇につ

いては、国際人道法の履行確保手段としての有用性を考慮すると、実

空間における戦時復仇よりも許容条件を緩和しても人道上大きな問題

が生じないのでないか、以下検討してみたい。

サイバー戦時復仇の許容条件については、これを規定した条約は存

在しないため、伝統的な戦時復仇に関する慣習国際法に委ねられてい

る。この点、サイバー戦時復仇における履行確保手段としての有用性

を考慮して、許容条件を再考する際に参考となるのが、国家責任条文

における対抗措置に関する規定である。国家責任条文が慣習国際法を

反映していると考えている多数の国家が存在するからである（62）。もっ

とも、戦時復仇が対抗措置と異なる点は、①武力紛争状態でのみ許容

されること、②先行違法行為が国際人道法違反に限られること、③軍

隊のみが実施主体であることの、 3 つである（63）。

国家責任条文によれば、対抗措置が違法性阻却事由に該当するため

には、⑴手続的要件として、①必要性の要件（52条）、⑵実質的要件と

して、②先行違法行為の要件（22条）、③目的の要件（49条 1 項 3 項）、

④均衡性の要件（51条）、⑤対抗措置を制約する要因（50条 1 項）の、す

べてを充足する必要がある。以下、サイバー戦時復仇の許容条件を再

考する際に参考となる規定を検討してみよう。

第 1 に、必要性要件（手続的要件）は、対抗措置をとる前に、違法行

為の中止や事後救済の履行を要求し（52条 1 項⒜）、対抗措置をとる決

定の通告と交渉の申し出をすることである（52条 1 項⒝）。ただし、被

害国が権利保全のために緊急的措置に訴えることが必要である場合に

は、通告及び交渉の申し出を行う前に緊急的措置をとることができる

（52条 2 項）。サイバー戦時復仇においても通告要件を省略することがで
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きるかが問題となる。この点、『タリン・マニュアル2.0』では、対抗措

置手続に関する通知要件に言及されていない（64）。被害国に通知義務を

課すことは匿名性という利点を放棄することで非現実的と考えられる

からである（65）。法の実効性の観点から評価すると、攻撃開始前の事前

通知は、有責国に対応される機会を付与する可能性がある（66）。した

がって、サイバー戦時復仇の実行以前の通知を省略することができる

と解すべきである。

第 2 に、「対抗措置は、可能な限り、当該義務の履行の再開を可能に

するような方法で行わなければならない。」（49条 3 項）という規定は、

サイバー戦時復仇の許容条件を再考する際に考慮に値する。回復不可

能な被害を与えるサイバー戦時復仇は禁止されるべきである。例えば、

ダムの水門を開放して広範囲に居住地区を破壊し得る大量の水を放流

する行為、病院を停電にさせて入院患者の治療及び外来診療を不可能

にさせる行為、文民たる住民用の食料や水の供給を遠隔操作で汚染す

る行為である（67）。この点、伝統的な「運動エネルギー（kinetic）」兵器

を用いた戦時復仇よりも、サイバー戦時復仇の方が、回復不可能な被

害を与えることを回避し得る選択肢があるため人道上推奨される。

第 3 に参照すべき均衡性要件（国家責任条文51条）については、「相互

主義（reciprocity）」を意味するものではない（68）。相互主義は、一般に

複数の国家が同一又は等価の待遇を与えることを意味する。均衡性要

件は、必ずしも厳密な均衡性を要求するものではなく、明らかに不均

衡ではないことを意味するにすぎない（69）。敵の違法行為と同質の復仇

行為、いわゆる「同種復仇（reprisals	 in	kind）」のみに限定されるわけ

ではないと解されるが、攻撃の犠牲となった目標と同じ目標に対する

均衡性のある反応が、人道上最も効果的であるとともに、軍事的必要

性にも資することになると指摘されている（70）。先行違法行為がサイ

バー攻撃によるものであるか否かを問わず、サイバー戦時復仇が許容

される。確かに、サイバーシステムは相互に接続されて依存性がある

ため、サイバー戦時復仇によって生じる可能性のある結果を正確に判
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断することは困難である。適正な均衡性評価は、潜在的な結果の予見

可能性と、使用できる手段の実行可能性に依存するからである（71）。し

かし、サイバー戦では、作戦の強度、期間、効果を厳格に調整するこ

とが可能である。例えば、インフラを破壊することなく無力化するこ

とを目的としたサイバー行動は、均衡性要件を充足する観点から特に

有効である。

国内医療施設に対する爆撃を受けた被害国には、加害国に対してい

かなる形態のサイバー戦時復仇が許容されるのであろうか。被害国が

第 1 追加議定書の当事国の場合と、非当事国の場合、に大別して以下

論ずる。被害国が当事国の場合は、文民たる住民に対する復仇が禁止

されているため（同議定書51条 6 項）、被害国は加害国の当該爆撃を中止

させるため、加害国内の文民たる住民に電力を供給している施設に対

して、サイバー戦時復仇を実施することができない。これに対して、

被害国が非当事国の場合は以下のように解される（72）。被害国は、加害

国内の文民たる住民に電力を供給している施設に対するサイバー戦時

復仇を実施することが可能であり、復仇の後、加害国が被害国の医療

施設に対する攻撃を中止した時点で、加害国首相がサイバー攻撃の中

止を命令するならば、復仇行為は合法である。しかし、被害国が加害

国軍隊の医療用施設に対する戦時復仇の名目でサイバー攻撃を実施し

た場合、攻撃目標が復仇禁止対象であるため（第 1 条約46条）、当該サイ

バー攻撃の違法性は阻却されない。

最後に、第 1 追加議定書以外の復仇禁止規定を見てみよう。文化財

保護条約 4 条 4 項について、慣習国際法として結晶化されていること

を認める見解もあるが（73）、タリンマニュアル専門家間では意見の一致

が見られないため、締約国のみが拘束される条約の規定と解されてい

る（74）。サイバー戦時復仇の例として、ダムの水門を開放して広範囲に

文化財地区を破壊し得る大量の水を放流する行為を挙げることができ

る。
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断することは困難である。適正な均衡性評価は、潜在的な結果の予見

可能性と、使用できる手段の実行可能性に依存するからである（71）。し

かし、サイバー戦では、作戦の強度、期間、効果を厳格に調整するこ

とが可能である。例えば、インフラを破壊することなく無力化するこ

とを目的としたサイバー行動は、均衡性要件を充足する観点から特に

有効である。

国内医療施設に対する爆撃を受けた被害国には、加害国に対してい

かなる形態のサイバー戦時復仇が許容されるのであろうか。被害国が

第 1 追加議定書の当事国の場合と、非当事国の場合、に大別して以下

論ずる。被害国が当事国の場合は、文民たる住民に対する復仇が禁止

されているため（同議定書51条 6 項）、被害国は加害国の当該爆撃を中止

させるため、加害国内の文民たる住民に電力を供給している施設に対

して、サイバー戦時復仇を実施することができない。これに対して、

被害国が非当事国の場合は以下のように解される（72）。被害国は、加害

国内の文民たる住民に電力を供給している施設に対するサイバー戦時

復仇を実施することが可能であり、復仇の後、加害国が被害国の医療

施設に対する攻撃を中止した時点で、加害国首相がサイバー攻撃の中

止を命令するならば、復仇行為は合法である。しかし、被害国が加害

国軍隊の医療用施設に対する戦時復仇の名目でサイバー攻撃を実施し

た場合、攻撃目標が復仇禁止対象であるため（第 1 条約46条）、当該サイ

バー攻撃の違法性は阻却されない。

最後に、第 1 追加議定書以外の復仇禁止規定を見てみよう。文化財

保護条約 4 条 4 項について、慣習国際法として結晶化されていること

を認める見解もあるが（73）、タリンマニュアル専門家間では意見の一致

が見られないため、締約国のみが拘束される条約の規定と解されてい

る（74）。サイバー戦時復仇の例として、ダムの水門を開放して広範囲に

文化財地区を破壊し得る大量の水を放流する行為を挙げることができ

る。
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おわりに

国際的武力紛争下でサイバー戦時復仇が実行された場合の課題につ

いて、国際人道法における「現行法（lex	lata）」と「あるべき法（lex	

ferenda）」の相克の視角から検討することを目的として検討した結果、

以下の結論を得た。

国際法は、法の遵守を強制する権限をもつ機関を設けていないため、

一定の場合、国際法が、侵害者に対して報復行為をとる被害者側の権

利を認めているのは事実である。国際法の遵守を担保してきたものは

相手の違反に対する自らの違反の威嚇である。復仇は、加害国の意思

決定者に圧力を加えることにより、加害国の政策転換を引き起こすと

いう効果を期待してなされる。敵が違法行為を中止しないならば復仇

措置を講ずる旨の警告を実施したにもかかわらず、依然として違法行

為を継続する場合に初めて復仇措置が発動される。敵の違法状態が停

止したら復仇措置も直ちに終了しなければならない。

国際法によって禁止されない場合であっても、戦時復仇は厳格な要

件に服する限り、国際人道法を執行するための伝統的方法である。実

空間における伝統的な「運動エネルギー（kinetic）」兵器を用いた戦時

復仇では、回復不可能な被害を敵国に与えるのを回避するのは困難で

ある。これに対して、サイバー戦時復仇では、回復不可能な被害を回

避し得る選択肢が残されており、被害が人の傷害又は死亡に及ばない

方策、インフラの無力化にとどまり物理的な損傷又は破壊に及ばない

方策を模索することは可能である。したがって、サイバー戦時復仇は、

不可逆的な損害を敵国に与えることなく、敵国政府指導者に対して国

際人道法の遵守を効果的に強要させることができる。国際人道法の履

行確保という観点からすると、特に、文民たる住民に対する復仇の場

合は、回復不可能な被害を回避し得る点で、実空間で実施するよりも

サイバー戦時復仇の方が人道上推奨される。

この点、文民たる住民に対する復仇を禁止する法規範（第 1 追加議定
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書51条 6 項）の慣習国際法性の評価は重要である。ジュネーヴ諸条約の

復仇禁止規範は、国際慣習法として成熟した「現行法」と認められる。

これに対して、第 1 追加議定書の復仇禁止規範は、既に慣習国際法と

して結晶化されていると結論付けるのは困難であり、「あるべき法」が

漸進的発展の途上にある「生成途上の法」にとどまっており、当事国

のみが拘束される条約規則と解されている。したがって、復仇を意図

する被害国が第 1 追加議定書の当事国であるか、非当事国であるかの

相違は重要であり、非当事国の場合のみ復仇が許容される。第 1 追加

議定書の下での復仇禁止規範は、当事国にとって国家の行動を規制す

る拘束的規範として機能するのに対して、非当事国にとっては国家の

行動を正当化するイデオロギーとして機能する。この際、サイバー戦

時復仇を実行する場合において、被害国は通告要件を省略できると解

すべきであって、有責国が国際人道法の遵守に回帰したならば、被害

国は復仇の即時中止措置を確実に実施すれば、復仇として実施された

行為の違法性は阻却される。回復不可能な被害を回避し得る点で、サ

イバー戦時復仇には履行確保手段としての有用性が認められる。

不断に変化する国際社会の要請に可能な限り対応し得るように、国

際法規範の可能な意味の限界が追求されなければならない。今後の課

題として、本稿が取り扱わなかった法分野に対しても研究対象を拡大

し、現状を反映した緻密な法理論枠組の確立を図りたいと考えている。

（ 1 ）	 武力紛争を規制する国際法は、jus ad bellum と jus in bello に大別さ
れる。jus ad bellum は、どのような場合に武力行使ができるのか、すな
わち武力行使の開始原因を判断する規則である。これに対して、jus in 
bello は、武力紛争が開始された後に武力紛争当事者の行為を規律する規
則のことで、「国際人道法」、「武力紛争法」、「戦争法」ともいう。

（ 2 ）	「我が国のサイバーセキュリティ推進体制の機能強化に関する取組方
針」（平成26年11月25日、情報セキュリティ政策会議決定） 1 頁（https://
www.nisc.go.jp/conference/seisaku/dai41/pdf/houshin20141125.pdf,	 2021年
4 月30日最終閲覧）。

（ 3 ）	 坂元茂樹ほか『防衛実務国際法』（弘文堂、2021年）292,	307-308頁。
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書51条 6 項）の慣習国際法性の評価は重要である。ジュネーヴ諸条約の

復仇禁止規範は、国際慣習法として成熟した「現行法」と認められる。

これに対して、第 1 追加議定書の復仇禁止規範は、既に慣習国際法と

して結晶化されていると結論付けるのは困難であり、「あるべき法」が

漸進的発展の途上にある「生成途上の法」にとどまっており、当事国

のみが拘束される条約規則と解されている。したがって、復仇を意図

する被害国が第 1 追加議定書の当事国であるか、非当事国であるかの

相違は重要であり、非当事国の場合のみ復仇が許容される。第 1 追加

議定書の下での復仇禁止規範は、当事国にとって国家の行動を規制す

る拘束的規範として機能するのに対して、非当事国にとっては国家の

行動を正当化するイデオロギーとして機能する。この際、サイバー戦

時復仇を実行する場合において、被害国は通告要件を省略できると解

すべきであって、有責国が国際人道法の遵守に回帰したならば、被害

国は復仇の即時中止措置を確実に実施すれば、復仇として実施された

行為の違法性は阻却される。回復不可能な被害を回避し得る点で、サ

イバー戦時復仇には履行確保手段としての有用性が認められる。

不断に変化する国際社会の要請に可能な限り対応し得るように、国

際法規範の可能な意味の限界が追求されなければならない。今後の課

題として、本稿が取り扱わなかった法分野に対しても研究対象を拡大

し、現状を反映した緻密な法理論枠組の確立を図りたいと考えている。

（ 1 ）	 武力紛争を規制する国際法は、jus ad bellum と jus in bello に大別さ
れる。jus ad bellum は、どのような場合に武力行使ができるのか、すな
わち武力行使の開始原因を判断する規則である。これに対して、jus in 
bello は、武力紛争が開始された後に武力紛争当事者の行為を規律する規
則のことで、「国際人道法」、「武力紛争法」、「戦争法」ともいう。

（ 2 ）	「我が国のサイバーセキュリティ推進体制の機能強化に関する取組方
針」（平成26年11月25日、情報セキュリティ政策会議決定） 1 頁（https://
www.nisc.go.jp/conference/seisaku/dai41/pdf/houshin20141125.pdf,	 2021年
4 月30日最終閲覧）。

（ 3 ）	 坂元茂樹ほか『防衛実務国際法』（弘文堂、2021年）292,	307-308頁。
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（ 4 ）	 第 1 条約63条、第2条約62条、第3条約142条、第4条約158条、第1追加
議定書1条2項。

（ 5 ）	 M.	N.	Schmitt	（ed.）,	Tallinn Manual 2.0 on the International Law 
Applicable to Cyber Operations,	2nd	ed.,	（Cambridge	University	Press,	
2017）	[hereinaftrer	Tallinn Manual 2.0],	Rule	80,	p.375.

（ 6 ）	 Ibid.,	p.378.
（ 7 ）	 Tallinn Manual 2.0,	p.3.
（ 8 ）	 J.M.	Henckaerts	 and	L.	Doswald-Beck, Customary International 

Humanitarian Law,	Vol.Ⅱ:	Practice,	Part2	（Cambridge:	Cambridge	
University	 Press,	 2005）	 [hereinaftrer	 Customary International 
Humanitarian Law],	p.3318.

（ 9 ）	 W.	A.	Schabas,	The International Criminal Court : A Commentary 
on the Rome Statute,	2nd	ed.,	（Oxford	University	Press,	2016）,	p.652.

（10）	 国家責任条文は、2001年国連国際法委員会第53回会期の作業に関する
委員会報告第 4 章に関して、同年国連総会第56回会期決議56/83として採
択された。Draft	Articles	on	Responsibility	of	States	for	Internationally	
Wrongful	Acts,	 in	Report	of	 the	 International	Law	Commission	on	 the	
Work	of	 its	Fifty-third	Session,	UN	GAOR	56th	Sess.,	Supp.	No.	10,	at	
43,	U.N.	Doc.	A/56/10	（2001）	.

（11）	 西村弓「武力紛争法の履行確保	─相互主義と復仇─」	村瀬信也・
真山全	編『石本泰雄先生傘寿記念　武力紛争の国際法』（東信堂、2004年）
698頁。

（12）	 J.M.	Henckaerts	 and	L.	Doswald-Beck,	Customary International 
Humanitarian Law,	Vol.Ⅰ:	Rules	（Cambridge:	Cambridge	University	
Press,	2005）	[hereinaftrer	Customary International Humanitarian Law],	
p.515-518.

（13）	 藤田久一『国際人道法［新版再増補］』（有信堂高文社、2003年）184-
185頁。

（14）	 Tallinn Manual 2.0,	Rules	108-109,	pp.460-464.
（15）	 Customary International Humanitarian Law,	Rule	145,	p.513.
（16）	 森田章夫『国際コントロールの理論と実行』（東京大学出版会、2000

年） 4 頁。
（17）	 Dictionnaire de la terminologie du droit international,	Verbo

《Effectivé》,	publié	sous	le	patronage	de	l’Union	académique	internationale	
Sirey,	1960.

（18）	 森田『国際コントロールの理論と実行』13頁。
（19）	 同上、 4 頁。
（20）	 詳しくは、小森光夫 ｢条約の第三者効力と慣習法の理論㈠㈡㈢｣『千

葉大学法経研究』第 9 号（1980年）53-95頁、同10号（1981年）79-138頁、
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